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○高等教育推進センター規程

2010年３月12日 

理事会承認

（設置）

第１条 関西学院大学に高等教育推進センター（以下「センター」という。）を置く。

（目的）

第２条 本センターは、教育力を強化し、教育の質を高めることにより、本学の教育の一層

の充実・発展に寄与することを目的とする。

（事業）

第３条 本センターは前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1 本学の教育力向上に資する全学的方針の立案および活動の企画・運営

2 教職員による自律的な教育改善コミュニティー形成の支援

3 高等教育に関する政策動向等の調査・研究

4 学習支援システムを活用した教育の開発・支援

5 TA・LA等の教育・指導力向上の支援に繋がる活動の企画・運営 

6 センター紀要、資料等の発行

7 その他必要な事業

（センターの構成員）

第４条 本センターに次の教職員を置く。

1 センター長 １名

2 センター委員 ２名

3 センター教員 若干名

4 センター教育技術主事 若干名

5 事務職員 若干名

第５条 センター長はセンターを代表し、センターの事業を統轄する。

２ センター長は本学専任教員の中から、学長が任命する。

３ センター長の任期は任命した学長の在任期間とする。

第６条 センター委員は、センター長とともに、センターの運営にあたる。

２ センター委員はセンター長を補佐する。センター長に事故あるとき、又はセンター長が

欠けたとき、センター委員はその職務を代行する。

３ センター委員は本学専任教員の中からセンター長が推薦し、学長が任命する。
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４ センター委員の任期は任命した学長の在任期間とする。 

第７条 センター教員は、本センターの目的達成に必要な職務を行う。 

２ センター教員は、センター会議が推薦した者を、大学評議会で決定する。 

（センター会議） 

第８条 本センターの円滑な運営を図るため、センター会議を置く。 

第９条 センター会議は、次の委員をもって構成する。 

1 センター長 

2 センター委員 ２名 

3 学長補佐 １名 

4 教務副機構長 

5 センター事務課長 

6 その他センター会議が推薦し、センター長が委嘱した者 若干名 

第10条 センター会議はセンター長が招集し、議長となる。 

第11条 センター会議は、次の事項を協議する。 

1 教育力向上に関する全学的方針の立案及びその方策の推進に関する事項 

2 センター予算・決算に関する事項 

3 センター諸規程に関する事項 

4 センター教員、センター研究員及び教育技術主事の人事に関する事項 

5 その他センターの事業に関する重要事項 

第12条 センター会議は、構成員の過半数の出席を持って成立する。 

第13条 センター会議の議事は、出席者の過半数を持って決する。 

（センター運営委員会） 

第14条 本センターにセンター運営委員会（以下「運営委員会」という）を置く。 

第15条 運営委員会は、次の委員をもって構成する。 

1 センター長 

2 センター委員 

3 センター教員 

4 センター教育技術主事 

5 センター事務職員 若干名 

第16条 運営委員会はセンター長が招集し、議長となる。 

第17条 運営委員会は、次の事項を企画・立案し、センター会議に提案する。 
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1 センターの運営の基本方針に関する事項 

2 事業計画に関する事項 

3 高等教育についての調査・研究に関する事項 

4 その他運営に関する必要な事項 

（大学FD部会） 

第18条 大学のFD（ファカルティ・ディベロップメント）施策について、各学部等の独自

の取組を尊重しつつ全学的方針を立案するため、センター会議のもとに常設のFD部会を

置く。 

２ 大学FD部会は、次の各号の委員をもって構成する。 

1 センター長（部会長） 

2 教務機構長補佐 １名 

3 各学部副学部長 １名 

副学部長に差し支えあるときは、学部長補佐がこれを代行する。ただし、学部長補佐が

置かれていない学部については、学部が指定する委員とする。 

4 言語教育研究センター副長 １名 

5 教職教育研究センター副長 １名 

6 共通教育センター副長 １名 

上記の第４号から第６号の副長に差し支えあるときは、各センターが指定する委員とす

る。 

7 キャリア教育プログラム室長 １名 

8 ハンズオン教育プログラム室長 

9 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室長 

10 人権教育研究室副室長 

11 国際教育・日本語教育プログラム室副室長 

12 国連・外交関連プログラム室副室長 

上記の第７号から第12号の室長もしくは副室長に差し支えあるときは、各室が指定す

る委員とする。 

13 部会長が指名した者 若干名 

センター事務課長、教務機構事務部教務課長及び部会長が必要と認めたものは、職務上

出席する。 

３ 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、前項第１号から第12号に規定する
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委員の任期はその職にある期間とする。

（大学院FD部会） 

第19条 大学院のFD（ファカルティ・ディベロップメント）施策について、各研究科等の

独自の取組を尊重しつつ全学的方針を立案するため、センター会議のもとに常設の大学院

FD部会を置く。 

２ 大学院FD部会は、次の各号の委員をもって構成する。 

1 センター長（部会長）

2 教務機構長補佐 １名

3 各研究科研究科副委員長及び副研究科長 １名

研究科副委員長及び副研究科長に差し支えあるときは、研究科委員長補佐及び研究科長

補佐がこれを代行する。ただし、研究科委員長補佐及び研究科長補佐が置かれていない

研究科については、研究科が指定する委員とする。

4 国連・外交関連プログラム室副室長

国連・外交関連プログラム室副室長に差し支えあるときは、国連・外交関連プログラム

室が指定する委員とする。

5 部会長が指名した者 若干名

センター事務課長、教務機構事務部教務課長及び部会長が必要と認めたものは、職務上

出席する。

３ 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、前項第１号から第５号に規定する委

員の任期はその職にある期間とする。

（教育力向上企画専門部会）

第20条 本学が行う授業の内容及び方法の充実と向上を図るための施策を企画・立案する

ために、センター会議のもとに教育力向上企画専門部会を置く。

２ 教育力向上企画専門部会は、次の各号の委員をもって構成する。

1 センター長（部会長）

2 センター委員 ２名

3 学長補佐 １名

4 教務機構長補佐 １名

5 センター長が指名した者 若干名

３ 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、前項第１号、第２号、第３号及び第

４号の委員の任期はその職にある期間とする。
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４ 専門部会の運営に関する事項は別に定める。

（研究助成審査評価委員会）

第21条 本センターに、第３条第３号に関する研究助成の採択審査及び成果報告の評価を

行うため、研究助成審査評価委員会を置く。

２ 委員会の構成はセンター会議で決定する。

（センター紀要委員会）

第22条 本センターに、第３条第６号のセンター紀要を編集するため、センター紀要委員

会を置く。

２ 委員会の構成はセンター会議で決定する。

（センター教員及び教育技術主事の人事委員会）

第23条 本センターに、第４条第３号のセンター教員及び第４号の教育技術主事の人事の

ため、人事委員会を置く。

２ 委員会の構成はセンター会議で決定する。

（事務）

第24条 この規程に関する事務は、高等教育推進センター事務室が行う。

（規程の改廃）

第25条 この規程の改廃は、センター会議の議を経て、大学評議会で決定する。

附 則

１ この規程は、2010年（平成22年）４月１日から施行する。 

２ この規程の施行をもって、「総合教育研究室規程」及び「情報メディア教育センター規

程」を廃止する。

３ この規程は、2010年（平成22年）４月１日から改正施行する。 

４ この規程は、2012年（平成24年）４月１日から改正施行する。 

５ この規程は、2013年（平成25年）４月１日から改正施行する。 

６ この規程は、2017年（平成29年）４月１日から改正施行する。 

７ この規程は、2022年（令和４年）４月１日から改正施行する。 

８ この規程は、2023年（令和５年）４月１日から改正施行する。 
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○教務委員会規程

平成９年２月14日 

理事会承認

（目的）

第１条 教務上の事項について、全学的な連絡・調整、並びに協議、決定することを目的と

して教務機構に教務委員会（以下、「委員会」という。）を置く。

（構成）

第２条 委員会は次の各号の委員をもって構成し、委員長は教務機構長とする。ただし、教

務機構長に差し支えあるときは、教務副機構長がこれを代行する。

1 教務機構長

2 教務副機構長

3 教務機構長補佐

4 各学部副学部長（１名）

副学部長に差し支えあるときは、学部長補佐がこれを代行する。ただし、学部長補佐が

置かれていない学部については、学部が指定する委員とする。

5 言語教育研究センター副長（１名）

6 教職教育研究センター副長（１名）

7 高等教育推進センター委員（１名）

8 共通教育センター副長

9 ハンズオン教育プログラム室長

10 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室長

11 ライティングセンター長

12 人権教育研究室副室長

13 国際教育・日本語教育プログラム室副室長

14 国連・外交関連プログラム室副室長

15 キャリア教育プログラム室長

16 委員長が指名した委員（若干名）

２ 教務機構事務部長、教務機構事務部次長、教務機構事務部課長、教務機構事務部課長補

佐、各学部事務長、神戸三田キャンパス教務・学生課長、教育学部事務課長、及び委員長

が必要と認めたものは、職務上出席する。

（任期）
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第３条 委員の任期は前条に定めるものがその職にある期間とする。

（定足数・議決数）

第４条 委員会は委員の３分の２以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をも

って決する。

（開催）

第５条 委員会は原則として月１回開催する。ただし、委員長が必要と認めた場合、又は委

員の過半数から要求があった場合は、臨時に開催する。

（議決事項）

第６条 委員会は、次の事項を議決する。

1 全学科目（総合コース、センター等が提供する科目）の開講と担当者に関する事項

2 全学科目の非常勤講師の採用審査に関する事項

3 授業実施に関する事項

イ 学部総合コース等の全学共通基準の策定

ロ その他全学に共通する事項

4 定期・中間試験実施に関する事項

イ 全学に共通する事項

5 全学に共通する教務上の様式に関する事項

6 不測事態への対応体制に関する事項

イ 授業実施

ロ 試験実施

7 共通教育センター教員の任用に関する事項

8 教育力向上（ファカルティ・ディベロップメント）施策の全学的実施に関する事項

9 大学評議会から委任された事項

10 その他委員会が必要と認める事項 

２ 委員会が必要と認めた事項については大学評議会に報告し、承認を得る。又、委員会は

大学評議会に提案することができる。

（全学英語教育FD部会） 

第７条 英語教育に関するFD施策の全学的推進を図るため、委員会のもとに常設の全学英

語教育FD部会をおく。 

２ 本部会は、次の各号の委員をもって構成する。

1 教務機構長補佐（部会長） 
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2 言語教育研究センター副長 １名 

3 言語教育研究センター言語コーディネーター １名 

4 言語教育研究センターIEPコーディネーター 

5 各学部において英語教育を担当する教員。ただし、英語教育を担当する教員がいない

場合は学部が選出した委員 

6 委員長が指名する者 

３ 本部会の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

（専門部会） 

第８条 委員会は必要に応じ、専門部会をおくことができる。 

２ 専門部会は、本委員会委員、学部長補佐（又は学部選出委員）のうちから委員会におい

て選出された委員をもって構成する。ただし、委員長が必要と認めた場合は、委員会の議

を経てこれら以外から委員を選出することができる。 

３ 専門部会の委員の任期は、１年とする。 

４ 専門部会は、委員会から委任された事項について協議する。 

（事務） 

第９条 委員会に関する事務は教務機構事務部がこれを行う。 

（規程の改廃） 

第10条 この規程の改廃は、委員会の議を経て大学評議会で決定する。 

附 則 

１ この規程は、1997年（平成９年）４月１日から施行する。 

２ この規程の施行をもって、生涯学習委員会規程を廃止する。 

３ この規程は、1997年（平成９年）５月２日から改正施行する。 

４ この規程は、1999年（平成11年）４月１日から改正施行する。 

５ この規程は、1999年（平成11年）10月１日から改正施行する。 

６ この規程は、2000年（平成12年）４月１日から改正施行する。 

７ この規程は、2002年（平成14年）４月１日から改正施行する。 

８ この規程は、2002年（平成14年）８月１日から改正施行する。 

９ この規程は、2004年（平成16年）４月１日から改正施行する。 

10 この規程は、2005年（平成17年）４月１日から改正施行する。 

11 この規程は、2006年（平成18年）４月１日から改正施行する。 

12 この規程は、2007年（平成19年）４月１日から改正施行する。 
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13 この規程は、2008年（平成20年）４月１日から改正施行する。 

14 この規程は、2009年（平成21年）４月１日から改正施行する。 

15 この規程は、2010年（平成22年）７月２日から改正施行する。 

16 この規程は、2010年（平成22年）10月１日から改正施行する。 

17 この規程は、2011年（平成23年）４月１日から改正施行する。 

18 この規程は、2011年（平成23年）11月１日から改正施行する。 

19 この規程は、2012年（平成24年）４月１日から改正施行する。 

20 この規程は、2013年（平成25年）４月１日から改正施行する。 

21 この規程は、2014年（平成26年）４月１日から改正施行する。 

22 この規程は、2016年（平成28年）４月１日から改正施行する。 

23 この規程は、2017年（平成29年）４月１日から改正施行する。 

24 この規程は、2020年（令和２年）４月１日から改正施行する。 

25 この規程は、2021年（令和３年）４月１日から改正施行する。 

26 この規程は、2022年（令和４年）４月１日から改正施行する。 

27 この規程は、2023年（令和５年）４月１日から改正施行する。 
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